
●運賃等の額の加算は、客観的なかつ数値化された資料に基づいて行う。

（通達4-7(2)）

法第４条第１項第１号～第５号に限定列挙された費用等

の額で、現実支払価格に含まれていないものを加算

① 輸入港までの運賃、保険料その他の運送関連費用

② 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される仲介料

その他の手数料（買付手数料は除く）又は容器・包装の費用

③ 買手により無償で又は値引きして直接又は間接に提供された

物品又は役務の費用

④ 輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価で、輸入取引の条件

として買手により直接又は間接に支払われるもの

⑤ 輸入貨物の処分等による収益で売手に帰属するもの

３.加算要素
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3.加算要素

加算要素

1号 輸入港までの運賃等

2号 手数料・容器包装の費用

イ 仲介料その他の手数料

ロ 容器の費用

ハ 包装に要する費用

3号 無償等により提供される物品・役務

イ 組み込まれる材料・部分品等

ロ 製造のための金型・工具等

ハ 製造過程で消費する物品

ニ 製造に関する技術・設計等（役務）

4号 特許権等の使用に係るロイヤルティ等

5号 売手帰属収益
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「輸入港に到着するまでの運賃等」とは、輸入貨物が輸入港に

到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関

連する費用をいう。

「その他当該運送に関連する費用」とは、輸入貨物の輸入港ま

での運送に付随して発生する次のような費用をいう。

（例）

・ 輸出の際の税関手続等に要した費用

・ 輸出国において要したコンテナー・サービス・チャージ

・ 輸出国におけるコンテナー積替費用

・ 輸出港における船積費用

・ 輸送中における積替費用

輸入港までの運賃等（第１号）

3.加算要素

【定率法基本通達4-8】
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3.加算要素

仲介料その他の手数料

→ 輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手
数料で買付手数料以外のもの。

・ 「売手及び買手のため」に、又は「売手のため」に、輸入取引に関し
て業務を行う者に対し買手が支払う手数料 （加算）

・ 輸入取引に関し、買手の管理の下で、買手の計算と危険負担によ
り業務を行う者（買付代理人）に買手が支払う手数料（非加算）

容器の費用、包装に要する費用

→ 輸入取引に関し、買手が負担した輸入貨物の容器の
費用又は輸入貨物の包装に要する費用

仲介料その他の手数料（第２号） 【定率法基本通達4-9】

（注）買付手数料かどうかの判断は、定率法基本通達4-9(3)を参照
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買 手

（本邦）

売 手

（Ｅ国）

雑貨、仕入書

貨物代金

事例11： 仲介業務を行う者に対して
支払う手数料

Ａ 社

（本邦）

輸入取引の成立
のための業務

輸入取引の成立
のための業務

課税価格 ＝ 貨物代金 ＋ 仲介料 〔定率法第４条第１項第２号イ〕
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買 手

（本邦）

売 手

（Ｅ国）

生地

貨物代金

買付手数料

事例12： 買手に代わり業務を行う者に
対して支払う手数料

Ａ 社

（Ｅ国）買付業務委託契約

買手の管理下で買手の計算と危険負担の下
で買手に代わり、買手の要求を売手へ通知す
る業務及びクレーム処理に関する交渉を行う

課税価格 ＝ 貨物代金
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イ．輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの

・ 原材料、副資材、ラベル等

ロ．輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの

・ 機械、設備、金型等

ハ．輸入貨物の生産の過程で消費された物品

・ 燃料、触媒等

ニ．技術、設計その他輸入貨物の生産に関する役務

輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠で

あって本邦以外において開発されたもの（定率法施行令第1条の5第3項）

無償又は値引きして提供された物品等の費用（第３号）

3.加算要素
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事例13：部品の製造に使用するため
無償提供した金型の費用

買 手
（本邦）

貨物代金

売 手
（Ｅ国）

Ａ 社
（本邦）

テレビゲーム機

部品(販売)

部品代金

部品製造用金型
(無償)

課税価格＝仕入書価格＋有償提供部品の値引き相当額
（金型の無償提供に要した費用）
※買手から売手に対して、値引きした部品を間接提供。

31



事例14：輸入貨物の原材料の調達に係る手数料

買 手

（本邦） 貨物代金

売 手

（Ｅ国）

Ａ 社

（本邦）

生地(無償提供)

生地調達
業務委託

製造委託契約

手数料

課税価格＝仕入書価格＋生地の無償提供に要した費用
（手数料を含む）〔定率法第４条第１項第３号イ〕

衣類

生地
代金
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買 手

（本邦）

売 手

（Ｅ国）

靴、仕入書

貨物代金

デザイン作成依頼
デザイン費用

事例15：デザイン（日本人が海外で
作成したもの）の費用

日本人
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

（Ｆ国）

デザイン

課税価格 ＝ 貨物代金 ＋ デザイン費用

デザイン（無償）
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課税価格 ＝ 貨物代金 ＋ デザイン費用
〔定率法第４条第１項第３号二〕



輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これ
らに類するものの使用に伴う対価で、輸入貨物に係る
取引の状況その他の事情からみて輸入貨物の輸入取
引をするために買手により直接又は間接に支払われるも
の

対象権利 特許権、意匠権、商標権、実用新案権
著作権 等

【定率法基本通達4-13(4)】

3.加算要素

買手が支払うロイヤルティ（第４号）
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3.加算要素

①

• 「輸入貨物」に係る

もの

②

•「輸入取引に係る取引

の状況その他の事情か

らみて輸入貨物の輸入

取引をするために」

③

• 買手により直接又

は間接に支払われ

るもの

買手が支払うロイヤルティ（第４号）

特許権等の使用に伴う対価で、次の要件を満たすもの
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買 手

（本邦）

（子会社）

売 手
（Ｅ国）

靴（Ａ商標付）、仕入書

貨物代金

ロイヤルティ

事例16：売手と特殊関係にある商標権者
に支払うロイヤルティ

（親会社）

商標権者
Ａ 社
（Ｅ国）ライセンス契約

権利の付与（Ａ商標の使用の許諾）

親子関係

課税価格 ＝ 貨物代金 ＋ ロイヤルティ
〔定率法第４条第１項第４号〕
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4. 原則により課税価格を決定すること
ができない輸入貨物

輸入取引によらない輸入貨物（定率法基本通達4-1の2(1)）

• 無償貨物

• 委託販売貨物

• 賃貸借契約貨物等

特別な事情がある輸入貨物（定率法基本通達4-1の2(2)）

• 輸入貨物の処分・使用について制限がある

• 課税価格の決定が困難な条件が輸入取引に付されている

• 売手帰属収益が明らかでない

• 特殊関係により輸入貨物の取引価格に影響を与えている

課税価格の疑義が解明されない（定率法基本通達4-1の2(3)）
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1
• 同種・類似貨物の取引価格

2
• 国内販売価格から逆算した価格

3
• 製造原価に基づき積算した価格

4
• 特殊な輸入貨物に係る課税価格

4. 原則により課税価格を決定すること
ができない輸入貨物

輸入者が
希望する
場合、適用
順位の変
更可能
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輸入貨物

同種・類似の貨物

「同種貨物」とは、形状、品質及び社会的評価を
含むすべての点で輸入貨物と同一である貨物

「類似貨物」とは、輸入貨物と同様の形状及び材質
の貨物であって、当該輸入貨物と同一の機能を有し、
かつ、当該輸入貨物との商業上の交換が可能である
貨物

輸入貨物と同じ生産国で生産されたもの

輸入取引により本邦へ輸入されたもの

輸入貨物の輸出の日又はこれに近接する日（原則
として輸出の日の前後１月以内の日）

輸入貨物の
課税価格（ＣＩＦ）

同種・類似の貨物
の取引価格

運送距離又は運送形態が異
なることにより輸入港までの運
賃等に相当な差異があるときは、
差異により生じた価格差につき
調整。

取引段階又は取引数量の差
異による輸入貨物と同種の貨
物との間の価格差につき調整

 課税価格 ＝ 輸入取引により輸入される同種・類似の貨物の取引価格

５. 原則的な方法によれない貨物の課税価格の
決定方法

同種・類似の貨物の取引価格による方法（関税定率法第４条の２）
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国内販売価格に基づく方法（関税定率法第４条の３第１項）

輸入貨物（又は同種・類似の貨物）の国内販売価格

通常の手数料又は
利潤及び一般経費

国内販売までの
通常の国内運賃等

輸入貨物の課税価格（ＣＩＦ）

関税・
消費税等

・国内における最初の取引段階で特殊関係にない者に販売する単価
・異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売の単価

 輸入貨物等の国内販売
価格がある場合

輸入された同類の
貨物に係るもの

輸入貨物（又は同種・類
似の貨物）に係るもの

５. 原則的な方法によれない貨物の課税価格の
決定方法
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製造原価に基づく方法（関税定率法第４条の３第２項）

輸入貨物の製造原価

通常の利潤
及び一般経費

輸入貨物の輸入港
までの運賃等

輸入貨物の課税価格（ＣＩＦ）

輸入貨物と同類の貨物が
本邦へ輸出のために販売
された場合のもの

 輸入貨物の製造原価が確認できる場合（輸入者と生産者との取引に係る）

５. 原則的な方法によれない貨物の課税価格の
決定方法
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法第四条から第四条の三までに規定する方法による課税価格の計算
の基礎となる事項の一部がこれらの規定による計算を行うために必要とさ
れる要件を満たさないためこれらの規定に規定する方法により課税価格
を計算することができない場合において、その必要とされる要件を満たさな
い事項につき合理的な調整を加えることにより当該事項が当該要件を満
たすこととなるとき当該要件を満たさない事項につき当該調整を加えてこ
れらの規定に規定する方法により計算される価格

５. 原則的な方法によれない貨物の課税価格の
決定方法

特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定①
（関税定率法第４条の４、定率法施行令第１条の１２第１号）

原則的な決定の方法の弾力的な適用
同種・類似の決定の方法の弾力的な適用
国内販売価格又は製造原価に基づく方法の弾力的な適用
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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Ａの１９９４
年の関税及び貿易に関する一般協定第７条及び１９９４年の関
税及び貿易に関する一般協定第７条の実施に関する協定の規定に
適合する方法として税関長が定める方法により計算される価格

・ 本邦において生産された貨物の本邦における販売価格

・ 輸出国の国内市場における貨物の価格

・ 本邦以外の国への輸出のために販売された貨物の価格

・ 最低課税価額

・ 恣意的又は架空の価額 等

（参考）禁止されている評価方法

５. 原則的な方法によれない貨物の課税価格の
決定方法

特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定②
（関税定率法第４条の４、定率法施行令第１条の１２第2号、定率法基本通達4の4-2 ）
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輸入者
（本邦）

輸出者
（Ｅ国）

修理済工作機械

修理代金、運賃等

修理委託契約

故障した工作機械

・ 再輸入は、輸入取引でないことから、４条の２以下の規定を適用する。
・ ４条の２及び４条の３が適用できない場合、４条の４を適用する。
・ 具体的には、輸入者が輸出者に支払う修理代金等に、使用頻度に応

じて減額された工作機械の価格、輸出時の提供に要した費用及び運
賃等を加算した価格となる。

・ 課税価格 ＝ 修理代金＋中古機械価格＋提供に要する費用
＋再輸入時の運賃等

事例17：修理後に再輸入される貨物の
課税価格
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複数の輸入貨物に係る加算要素となる費用が一括して支払われる
場合には、個々の輸入貨物の数量等に応じた合理的な方法により按
分して当該輸入貨物の課税価格に算入する

ただし、次の費用等の額の加算について輸入者から希望する旨の申
し出があり、かつ課税上特に支障がないと認められるときは、当該費用
等の額は、便宜特定の輸入貨物の課税価格に一括して算入することと
して差し支えない

 無償等により提供される物品・役務

 輸入港までの運賃等、手数料・容器包装の費用、特許権等の使
用に係るロイヤルティ等及び売手帰属収益であって、個々の輸入貨
物への按分が困難と認められるもの

8. 加算要素の一括加算について
【定率法基本通達4-7(3) 】
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原則的な加算方法（個々の輸入貨物に按分）

金型輸出
¥1,000

評価加算
¥100

評価加算
¥200

評価加算
¥200

評価加算
¥200

評価加算
¥300

包括評価申告
（¥0.05/個

を加算）

8. 加算要素の一括加算について

第1回輸入
2,000個・円

第2回輸入
4,000個・円

第3回輸入
4,000個・円

第4回輸入
6,000個・円

第5回輸入
4,000個・円

契約数量 20,000個
契約単価 20,000円
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金型輸出
¥1,000

契約個数 ∞
契約単価 1円/個

評価加算
¥1,000

包括評価申告
（初回輸入申告
に一括加算）

一括加算方法

・・・・

・・・・

① 輸入者から希望する旨の申し出あり

② 課税上その他特に支障がない

8. 加算要素の一括加算について

第1回輸入
2,000個・円

第2回輸入
4,000個・円

第3回輸入
4,000個・円

第4回輸入
6,000個・円

第5回輸入
4,000個・円
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金型輸出
¥1,000

第1回輸入
2,000個・円

第2回輸入
4,000個・円

第3回輸入
4,000個・円

第4回輸入
6,000個・円

第5回輸入
4,000個・円

契約個数 20,000個
契約金額 20,000円

修正申告
¥100

修正申告
¥200

←評価加算
（一括加算）

¥700包括評価申告

輸入済

一部輸入済；輸入済分は修正申告
未輸入分；要件（輸入者希望、課税上の支障なし）を充足すれば一括加算が可能

8. 加算要素の一括加算について
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税関ＨＰ（http://www.customs.go.jp）

①

「輸出入手続」をクリック
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②

「輸入貨物の関税評価
事例」をクリック
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③

「質疑応答事例」をクリック
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④
各設問 をクリックすると
（答え）が表示される
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輸入者等の皆様からの事前教示に対して税関が文書回答した事例
について、原則ＨＰに掲載しています。

○事前教示

○関税評価用語等解説

その他 以下のような内容も掲載していますので、
参考にしてください。

関税評価に関する法令等の用語について、Q&A形式で説明しています。

○その他

課税価格の計算方法、評価申告制度の概要等も掲載しています。
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ご清聴ありがとうございました
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